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令和７年１２月中川村議会定例会議事日程（第２号） 

令和７年１２月８日（月）　午前９時００分　開議 

 

日程第１　一　般　質　問 

 

１番　　片　桐　邦　俊 

（１）今後のクマ対策と鳥獣害防止対策事業について 

（２）保育園の未満児保育について 

 

８番　　大　島　　　歩 

（１）“認知症になっても大丈夫”と言える社会を、中川村から 

（２）行政職員の人材確保と定着―中川村の現状とこれから 

 

７番　　島　崎　敏　一 

（１）主要事業中長期計画に係る財政分析と新しい学校づくりについて 

（２）立地適正化計画策定の進捗状況は？ 

（３）地区組織の今後のあり方検討を実効あるものに（３） 
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令和７年１２月中川村議会定例会 

会議のてんまつ 

令和７年１２月８日　午前９時００分　開議 

○事務局長　　御起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）御着席ください。（一同着席） 

○議　　長　　おはようございます。（一同「おはようございます」） 

御参集、御苦労さまです。 

ただいまの出席議員数は全員です。定足数に達していますので、ただいまから

本日の会議を開きます。 

なお、御承知のように、本定例会は録音しておりますが、マスクをして発言を

しておりますと録音がうまくできておりませんので、発言をするときはマスクを

外して発言をお願いしたいというふうに思います。 

本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。 

日程第１　一般質問を行います。 

通告順に発言を許します。 

１番　片桐邦俊議員。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　改めまして、おはようございます。（一同「おはようございます」） 

私は、さきに通告いたしました２問について質問をいたします。 

まず「今後のクマ対策と鳥獣害防止対策事業について」ということであります。 

以前は鳥獣被害となるとイノシシ、鹿、猿などによる農産物被害で悩まされる

報道が主でありましたけれども、現在は全国的に熊の市街地への出没、人身被害

が相次いでおり、毎日のように報道がされています。 

日本は面積の多くが森林に覆われており、野生動物の宝庫と言っても過言では

ありません。 

また、冬眠時期となる現在も全国で数多く出没しており、中川村でも 12 月１日

の朝、中田島で熊の被害が確認されております。 

長野県では 11 月 14 日にツキノワグマ対策本部が立ち上がり、今後の対応が検

討されました。 

中川村公民館と村産業振興課は８月にツキノワグマの生態を学ぶ講座「ツキノ

ワグマの勉強会」を開くなど対応されておりますが、本年度の村内での熊の目撃

情報は急増していると言われております。これからは特に猟友会の皆さんに御協

力いただかなくてはならないというように思っております。 

今後の村としての有害鳥獣駆除対応について、全般的なもので質問をさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

まず１点目でありますが、県が５年ごとに公表している熊の推計生息数につき

ましては、2020 年は 7,270 頭で、５年前に比べ 3,300 頭ほど増えておると公表し

ております。中川村が関係すると思う保護管理ユニットでは中央アルプスが

1,035 頭、南アルプスが 339 頭となっております。 
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まず中川村内での本年度の熊の出没数について伺いたいと思いますが、公表数

以外にもかなり目撃情報があるようにお伺いをしております。分かればそんな範

囲も含めて状況等をお伝えいただければと思います。 

○産業振興課長　　ただいまの御質問ですが、まず前提としまして、住民からの目撃、それから被

害報告があったものについては、基本的に全て県を通じて公表しております。 

今年度の目撃頭数は、今年４月から現在までで目撃件数が 19 件、蜜蜂の巣箱、

果樹、それからコンポスト等への被害件数が８件、合計 27 件を公表済みであり、

未公表のものとしては、鹿、イノシシのわなへ誤ってかかった錯誤捕獲が３件あ

るほか、猟友会が狩猟の最中に山の中で見かけた等、明らかに熊の生息域――山

中で見かけたという目撃情報については、基本的には公表しておりません。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　今、出没数、また被害件数等を御報告いたしました。 

いずれにいたしましても、熊につきましては個体数がかなり増えておるという

ことが実態でありますので、今後もかなり、今年だけでなく、被害が出てくるの

ではないかというふうに思われます。 

今、中川村では目撃情報があればすぐに住民の方に公表しておりますし、そう

いったいわゆる情報の提供っていうのは今後ともぜひスムーズな対応をお願い

してまいりたいというふうに思っております。お願いいたします。 

それでは、続いて２番でありますけれども、県のツキノワグマ対策本部では、

本年度は県内の人身被害が 11 月７日時点で死者１名、負傷者 14 名、また例年な

ら９月から 10 月にかけて減るはずの目撃情報が増えていること等の状況から、

個体数維持のための捕獲上限数を 11 月 15 日から１年間、337 頭から２倍の 675

頭に引き上げました。これは昨日の２番議員の質問に対して村長も説明されてお

りましたが、そんな状況であります。 

県から各市町村にはこのことについて指示が来ているのかどうか伺いたいの

と、村の有害鳥獣捕獲計画の中では、ツキノワグマは必要最低限という格好に捕

獲はなっておりました。こんなことも含めて村の考え方をお伺いしたいというよ

うに思います。 

○産業振興課長　　ツキノワグマの捕獲上限数の引上げ等に関しましては、上伊那地域振興局経由

の 11 月 25 日付の文書で通知がなされ、受領・確認済みでございます。 

県が捕獲上限を引き上げましたのは人身被害増加を受けた住民安全最優先の

措置と村としては受け止めておりますが、捕獲に対応できる体制や科学的な見地

を考慮して慎重な管理が必要と考えています。 

近年では捕獲したケースはないのですが、村では、人身被害の未然防止を最優

先としまして、農業被害や通学路等のリスクの高い場所に限定し、繰り返し出没

している個体やその場所に執着し追い払い等でも効果を見込めない場合に捕獲

を選択するということとしております。 

今後も、県の上限引上げを尊重しつつ、被害の予防、回避、追い払いを優先し、

人身・人命最優先と生態系配慮の両立のため、捕獲は必要最小限にとどめ、リス
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クの高い個体、状況に限定して機動的に対応していくべきと考えております。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　今説明いただきましたけれども、有害鳥獣の捕獲計画の中では、

熊の捕獲について中川村の計画では「長野県特定鳥獣保護管理計画に基づき、被

害状況を考慮して、学習放獣等を行う。」となっております。これからしても、捕

獲をしても、やはり最終的には学習放獣を最優先にしていくという考え方で変わ

りないということでよろしいでしょうか。 

○産業振興課長　　ただいまの質問でありますけれども、学習放獣につきましては、現在まで――

現在までというか、最近までですけれども、錯誤捕獲に限ってタグをつけた状態

で別の場所に放獣するというような措置を取っておりましたが、今後、方針とし

てこうしていくというところは、ちょっとはっきりまだ申し上げられませんけれ

ども、基本的に危害を及ぼしそうなものについては、捕獲、その後の状況に応じ

て検討していきたいというふうに考えております。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　いずれにいたしましても、適切な対応をぜひお願いしていきた

いというように思います。 

３番でありますけれども、県の対策本部では熊とのすみ分けを図るゾーニング

の導入を県下全 77 市町村で目指したいという考えであります。 

現在、県下では、私が調べた時点では 10 市町村が導入済み、２村が導入準備中

となっていました。 

上伊那では伊那市、箕輪町が導入済み、南箕輪村が導入準備中となっておりま

す。 

ゾーニングは、御存じのとおり、山と住宅の境界にあるやぶなどを刈り取って

緩衝エリアを設け、動物が身を隠すスペースをなくして里山に寄せつけないよう

にする取組であります。 

実は私が令和６年９月の定例議会でゾーニングにつきまして質問した経過が

あるわけでありますけれども、その折の産業振興課長からは状況に応じた対応の

検討が必要との返答でした。 

ゾーニングについては村農産物有害鳥獣対策協議会の皆さん以外に地域住民

の皆さんの協力が大変必要になってくるというように考えております。 

そんなことで、現状での村の考えを伺いたいと思います。 

○産業振興課長　　村では県が推進する熊とのすみ分けを図るゾーニング管理を有効な枠組みと認

識しており、来年度以降の導入を予定しております。 

先行する伊那市、箕輪町では、区分に基づく判断が現場を迷わせず、出没時の

対応が迅速化するメリットがあると承知しており、本村でもこのメリットを生か

すことができればというふうに考えております。 

運用の基本は、集落や学校周辺、人命最優先で即時追い払い、必要時の捕獲、

山間部は生息を前提に接触回避、その間の緩衝帯では侵入防止と早期警戒を徹底

します。 

特に緩衝帯の機能には地域の皆さんによるやぶの刈り払い、落果、生ごみ等の
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誘因物の除去、電気柵の適正な運用といった協力が不可欠となりますので、ゾー

ニングの導入の際には地域とよく考え方を共有した上で進めていきたいと考え

ております。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　ぜひゾーニングはしていただきたいなというふうに思っておる

んですけれども、やはりゾーニングをやるとなると、じゃどこをどうするのかっ

ていう部分がこれからは課題になる、線引きをどこでするのか、ここら辺が一番

課題になってくると思っておりますし、やはり専門家の方にしっかりと見ていた

だいて有効な対応ができますようお願いをしたいというように思っております。 

それと、やはりゾーニングにつきましては管理等もこれから大変になってくる

というように思っておりますし、それに対しては予算づけも必要だというように

考えますので、こんなものも含めて、今後、検討を十分していただきたいなとい

うように思っております。 

それでは、続いて４番でありますけれども、鳥獣害防止対策事業の１個体当た

りの補助単価を見ますと、猿に比べてイノシシ、鹿が大変低いのではないかとい

うように思っておりますけれども、これはどのような理由なのでしょうか。

ちょっとこれが疑問でありますので、できれば教えていただきたいというように

思っております。 

若干、本年値上げをしたようなお話も聞いておりますけれども、猟友会の皆さ

んの高齢化や今後の人材不足等を考えるとイノシシ、鹿の村補助単価を猿並みに

上げてはどうかというように考えますけれども、いかがでしょうか、お願いをい

たします。 

○産業振興課長　　有害鳥獣捕獲の補助単価につきましては、捕獲の難易度や危険度、他市町村の

単価等を勘案して設定しているところであります。 

猿につきましては、近年被害が拡大しているものの捕獲数が少ないこと、処分

時の心理的負担が大きいこと、そういったことから令和７年４月から単価を引き

上げております。 

鹿、イノシシの単価を猿並みに一律に引き上げることについては、現時点では

財政的に厳しいものの、被害状況や人員確保の実情、財政見通しを踏まえ、段階

的な見直しを含めて検討していきたいというふうに考えております。 

猟友会の皆さんの高齢化や人材不足は十分承知しており、持続可能な体制づく

りが急務だというふうに考えております。 

村としては、今年度から捕獲おりの管理の一部を職員が担う、ＩｏＴ機器を導

入してのわなの見回り等の負担を軽減するなどして猟友会の皆さんのサポート

を強化しています。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　猿並みに全部上げるというわけではありませんけれども、そう

はいいましても近づけるような努力はしていただきたいというように感じてお

ります。 

それから、若干、私どもが見てもイノシシ、鹿の個体数は猿に比べてやっぱり
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多いっていうことも、予算組みからするとかなり単価を上げていくのは厳しいの

かなというふうには思っておりますけれども、猟友会からの要望も強いというよ

うに思っておりますので、ぜひこんな部分を含めて御検討をお願いしておきたい

というように思います。 

それから、続いて５番でありますけれども、イノシシ、鹿を捕獲するためのく

くりわな設置については猟友会でも四、五人の方が主体となっているようであり

ますけれども、この方たちは毎朝巡回していただいております。 

わなも農産物被害を出す有害動物駆除に大いに貢献しているというふうに

思っておるわけでありますけれども、くくりわな巡回に対して日当的なものを検

討してはどうかというように思っております。 

といいますのは、やはり朝早くから時間を費やして見回りをしておるというこ

ともありますので、ぜひこんな部分も検討ができないかということで提案をさせ

ていただいたわけでありますが、お願いをいたしたいと思います。 

○産業振興課長　　くくりわなの見回りですけれども、こちらに関しましては、猟友会の皆さんの

負担となっているということは承知しております。 

全国には見回りへの報酬を設ける自治体もありますが、見回りは高頻度のため

財政負担が増えやすいこと、日誌だけでは実施の実績確認が難しいなど、運用上

の課題があります。 

村では、まず負担軽減の実効性を優先し、通知型のセンサー等のＩｏＴ機器を

導入、拡充して見回り回数を削減していければというふうに考えております。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　先ほども実は話がありましたけれども、くくりわなに誤って熊

がかかったという事例があったという話もお伺いをしております。 

いずれにいたしましても、大変そういう部分では危険な作業でもあるわけであ

りますので、そういう中では、実績確認がなかなか難しいという話もありました

けれども、日当的なものでなくても、やはり報酬で年間報酬を定めていくとか、

そんなことも含めてぜひ検討いただきたいなというように思っておりますが、い

かがでしょうか。 

○産業振興課長　　ただいまは、年間を通しての報酬、定額の報酬という御質問であろうかという

ふうに思いますけれども、こちらに関しましては、また村の鳥獣協とも併せて協

議というか、検討をできればというふうに思います。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、続いて６番でありますけれども、熊について鳥獣害防止対策事業は

対応がないわけでありますけれども、現在、村としても検討を加えているという

お話を担当者のほうからも聞いております。近隣の市町村とも足並みをそろえな

がら決めていくという方向であるというようには聞いておりますけれども、熊は

ほかの動物と違い、捕獲は命に関わる状況にあるわけであります。 

以前の報道でありましたけれども、北海道のある町の猟友会では、熊の駆除ハ

ンターの報酬が 8,500 円ということで、リスクの割には非常に安いということで
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参加を辞退したという報道があったわけでありますけれども、こんなことも含め

ると、やっぱり熊に対しての報酬価格というものは、ある程度高値といいますか、

適切な価格を決定する必要があるかなというように思っております。 

村とすると、すぐに出てくるのは上伊那郡内で足並みをそろえてっていうよう

な言い方で、上伊那郡での情報を収集しながら決定していくということになって

おるようでありますけれども、ぜひ長野県全体の情報を捉えていただきながら決

定いただきたいなというように思っております。 

と申し上げますのも、いろいろ聞いてみますと、鳥獣害防止対策事業の村での

補助単価でありますけれども、どうも聞いてみますと上伊那ってそんなに高くな

いっていような話を聞きます。 

下伊那等と比べるとやはり若干安いというお話も聞いておるわけであります

ので、そんなことを含めて考えると、ぜひこんなことで、熊につきましては県下

全体の状況を確認しながら上伊那の皆さん方と話合いを進めていただければな

というふうに提案したいと思いますが、村の考え方をお伺いしたいと思います。 

○産業振興課長　　熊捕獲の報酬があまりリスクに見合わず辞退が生じたとの報道については承知

しており、担い手の確保には適正な報酬設定が重要と認識しております。 

御指摘のとおり、上伊那郡内だけでなく、県内全域の水準も踏まえて決定する

ことが妥当だと考えております。 

現在、本村では、熊捕獲に関し、わなの設置１か所２万円、捕獲１頭当たり２

万円の報酬を検討しております。 

あわせて、県では県内市町村の報酬額等の実態調査を現在進めており、近く情

報提供を受けられる見込みであります。この県内データを基に猟友会とも打合せ

をしながら、安全確保に要する負担等を加味しつつ、過不足のない水準となるよ

う必要に応じた見直しや調整を行い、持続可能な体制づくりを進めてまいります。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　今説明がありましたけれども、わなの設置に２万円、それから

捕獲で２万円の補助を検討いただいておるということのようであります。 

実は、先ほど話をした北海道のある町っていう状況の中では８万 8,500 円から

２万円に上げて参加されるようになったというお話も聞きます。妥当な線なのか

なというふうに私は判断しますけれども、ここら辺は、ぜひ県下全体の状況を見

ながら、またお願いをしていきたいというように思います。 

７番でありますけれども、猟友会の一部の方ではありますけれども、村ももっ

と猟友会とコミュニケーションを取ってほしいということをお話しされており

ます。このことについて、現状の猟友会との村の関わり方並びに今後の対応につ

いて考えをお伺いしたいというように思います。 

○産業振興課長　　現在の村と猟友会の主な関わりは、捕獲許可関係手続、報償金の支払い事務、

農業被害発生時のわな設置、出動の依頼、被害報告の共有、こういったものが中

心となっております。 

日常的な意見交換や課題の洗い出し、そういった部分のコミュニケーションの
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不足を感じられているようであれば、確かに十分とは言えず、現場の御負担や御

意見を受け止め切れていない面があるのではないかというふうに感じます。 

今後、猟友会の役割がさらに重要になってくるのは明らかであり、村としては、

意見交換の場を設けるなど、継続的なコミュニケーションを強化し、迅速で負担

の少ない連携体制を構築していきたいというふうに考えております。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　現状、猟友会の皆さん方の話を聞きますと、やはり、有害鳥獣

駆除のときには、ぜひ村の方にも参加いただいて、状況確認や猟友会の皆さんの

話をぜひ聞いてもらいたいと、こんなことを要望したいというお話がありました。 

また、実は、聞いてみますと伊南合同駆除というものがあるようでありますけ

れども、伊南３町村なんですか、これについては、ぜひ村も出席していただけれ

ばと、ぜひ中川村で合同駆除があるようなときには出席していただいて、村とし

てやはり御挨拶いただければというお話がありました。 

実は合同駆除については 12 月 28 日に中川村で行われるというように聞いてお

りますけれども、できたら、そういうところへ参加いただいて挨拶等をしていた

だければと思います。聞いてみますと宮田村あたりでは必ず村のほうで出て挨拶

をされておるというお話も聞きますが、ぜひそんなことを要望させていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○産業振興課長　　合同駆除のほうにということであります。 

他市町村の状況もただいまお話しいただきましたので、こちらについては、ま

た担当とも話をしながら検討していければというふうに思います。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　ぜひ顔を出して、やっぱり話合いをしながら猟友会の皆さん方

の活動状況を確認いただくっていうことが大事だというように思っております

ので、ぜひお願いをしたいなというように思っております。 

それでは次の項に参りたいと思いますが、２番目の質問内容は「保育園の未満

児保育について」ということであります。 

現在、村の保育所あり方検討委員会がスタートされたようでありますけれども、

今は住民アンケートを取り始めたというようにお伺いをしております。 

中川村では、妊娠中か出産後間もないことにより２歳までの上のお子さんの自

宅保育が難しい場合には３か月間の未満児保育を実施しています。利用者からは

評価いただいていると思います。たしか２か月であったものを３か月に１か月延

ばしたという経過があったと思いますけれども、こういう方向の中では評価いた

だいておるというように私も思っております。 

しかし、ある住民の方からの話でありますけれども、産後の未満児保育を申請

したようでありますけれども、両保育園とも定員がいっぱいということで断られ

たというお話をお伺いいたしました。 

未満児保育は保育士の人数が確保できなければ受入れがなかなか難しいって

いうこと十分に理解しておるつもりでありますけれども、これからの人口減少問

題解決の一助の意味からも、安心してやっぱり出産ができることが大切であると
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いうように考えておりますし、また共稼ぎの家庭も増えてきておるため重要に感

じております。 

未満児保育についての考えを２点ほど質問させていただきたいというふうに

思っております。 

１点目でありますけれども、未満児保育について調べてみますと、ゼロ歳児は

子ども３人に対して保育士１人、１・２歳児は子ども６人に対して保育士１人が

配置されるとありました。中川村の場合の未満児保育も同様な設置体制なのかど

うかお伺いしたいのと、またそれに基づく中川村の２つの保育園の現在の未満児

保育の定員はどうなっているのか伺いたいと思います。 

○保健福祉課長　　それでは、まず中川村の未満児保育についての状況です。 

まず、年度途中でも満１歳になったときから入所ができるようになっています。 

それで、配置基準ですが、４月１日を基準として、ゼロ歳児、これは４月１日

現在がゼロ歳児で年の途中で１歳になる園児です。は、子ども３人に対し保育士

１人、１歳児は子ども４人に対し保育士１人、２歳児は子ども６人に対し保育士

１人という配置基準となっております。 

定員は、片桐保育園が 40 人、みなかた保育園が 18 人となっております。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　設置の体制につきましては、全国っていいますか、基本的な部

分では変わりがないようなことで確認させていただきました。 

また、今２つの保育園の定員もお伺いしたわけでありますけれども、これが満

杯だった場合っていうのは、ファミリーサポートセンターでしたっけ、そういう

ようなところへ頼むのがいいのか、ほかの、何ていうんですか、対応があったら、

ちょっとお伺いをしたいというように思います。 

○保健福祉課長　　未満児保育のほかに小さいお子さんを預かる事業としては、ファミリーサポー

ト事業であったり、あとは一時保育であったり、村内のほかの保育事業所もあり

ますので、そちらのほうで一応対応できるようにはなっています。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　万が一、定員がオーバーだった場合は、できるだけそちらの別

の対応につきまして、提案っていいますか、説明をしていただきたいなというよ

うに思っております。ぜひお願いをいたします。 

２番目でありますけれども、これは過去に聞いた話でありますけれども、飯田

市では、１歳未満の下の子を養育している場合につきましては、その子が１歳に

なるまで上の子は２歳児でも退園することなく継続して保育されるという話を

聞いた覚えがあるんですけれども、中川村でもそのような体制が今後取れないか

というふうに思いますが、村の考えをお願いしたいと思います。 

特に、新たな保育所あり方検討委員会等もありますので、そんなことも含めて、

今考えられる部分で結構でありますので、お願いしたいと思います。 

○村　　長　　未満児保育につきましては、保護者の要望により入所の要件を少しずつではあ

りますけれども改善してきております。 

しかしながら、子育て中の保護者の状況も変わっておりまして、議員がおっ
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しゃるとおり、共働きや核家族化が進んでおります。未満児保育に対する需要が

いろんな面で増加してきているというふうに思っております。 

それで、今年度 10 月末の時点でございますが、ゼロ歳児については 20 人中８

人のお子さんが入所しております。したがいまして、８分の 20 で入所率は 40％

ということになります。 

それで、１歳児は 22 人中 17 人で、77％のお子さんが入所しているということ

です。 

２歳児についてですが、34 人中 31 人でありますので、91％というふうになっ

ておって、だんだん年齢が上がるにつれて 100％近くになってきているというこ

とであります。 

合計いたしますと、先ほど申し上げましたが、76 人中 56 人の方が入所してい

るということで、74％という現状でございます。 

以前は３年保育が主でありましたけれども、今では４年保育が普通になってき

ているということでありまして、これが５年保育ということになるのも近々の話

かなというふうに考えておるところであります。 

一方、保育士が非常に不足しております。常に不足しています。 

それで、今後、長期の休暇――保育士も療養休暇ですとか、やはり女性が多い

もんですから、育児休暇などの長期の休暇が重なると保育ができない状態になっ

てしまうこともあり得るということを危惧しておるわけでありまして、また保育

室の確保も非常に難しいと、併せて、御承知のとおり施設が老朽化しております

ので、このこと、この３つをうまく考えていかなければいけないというふうに

思っております。 

このような状態から、未満児保育の希望を申し訳ないんですがお断りするケー

スも出てきていると、議員が先ほどおっしゃられたケースのお話も、私どものほ

うにも来ております。 

ということでありまして、今後、未満児保育につきましては、今でもそうです

けれども、特に子どもたちの安全と保育の質の確保が最優先になるということで

あります。 

保育士の確保に力を入れていくということも大切なことでありますけれども、

少子化が進んでおりますので、村の保育をどのように運営していくか考えていく

時期が来ているというふうに考えております。 

子どもたちの安全と保育の質を確保しながら、保護者の要望に応えられる皆ん

児保育にしていきたい、こんなふうに思っております。 

それから、先ほど御質問で、在宅で幼児を保育する支援のことについて課長の

ほうで申し上げましたけれども、２つ、ファミリーサポート制度を御利用いただ

くこと、これについては、単価等は御存じかと思いますけれども、時間 700 円の

お預かりのところ 400 円を支援させていただくっていう制度であります。 

また、在宅の応援としましては、０～３歳未満児、これを在宅で保育する場合
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には、これは申請主義でございますけれども、月に１万円の補助をさせていただ

くということで、今はそういう制度でやっておりますので、何とかこういうこと

を利用していただきながら当面のところはしのいでいきたいというふうなこと

でございます。 

いずれ新しい保育施設を考える時期が来ます。このことが来た暁には、当然、

先ほどから申し上げているとおり、５年保育を前提とした施設、こういったふう

に考えていくっていうことになろうかと思っております。よろしくお願いします。 

○１　　番　（片桐　邦俊）　それでは、今、村長が説明いただきましたことを、将来のこと

を期待いたしまして、私の質問をこれで終わりにしたいと思います。 

○議　　長　　これで片桐邦俊議員の一般質問を終わります。 

次に８番　大島歩議員。 

○８　　番　(大島　　歩)　私は、さきに提出いたしました通告書に基づきまして２点の質問

をさせていただきます。 

まず１点目ですが、「“認知症になっても大丈夫”と言える社会を、中川村から」

ということで質問させていただきます。 

内閣府や厚生労働省の推計によれば、2025 年には高齢者の５人に１人が認知症

になり、2040 年には約 600 万人を超える見込みであるそうです。それに伴って認

知症の人を支える家族や地域の負担が増大し、また介護離職や孤立、虐待のリス

クも深刻化すると言われております。 

資料１は認知症をめぐる社会の課題の例です。 

ちょっと見ていきたいと思いますけれども、例えば認知症と支援体制の周知と

いうことで、制度や相談窓口などの支援体制が伝わっていないと家族や介護者が

困ったり孤立してしまう可能性があります。 

また、認知症当事者が見えづらいっていうことで、認知症になると地域の活動

にそれまで出ていたのが家に籠るようになったりして、なかなかその存在が見え

づらくなって、その結果として、もしかしたら偏見や誤解というものが生まれる

という可能性があります。 

また、世代間の情報格差ということで、子どもや若者はなかなか認知症を学ぶ

機会というものが少ないのではないかなというふうに思われます。 

そして行政職員間での共有っていうことで、福祉部門以外の職員が認知症の知

識や介護スキルを持っていないと、例えばそういう窓口対応とか、制度設計に課

題が生まれることもあるのではないかというふうに思われます。 

この結果として、例えば本人や家族、地域の方の思いとして、ちょっとお困り

感が出たり、何かおかしな行動、認知症の症状だとは分かるけどどうしたらいい

んだろうとか、分かっていてもいらいらしてしまったりですとか、それから、本

人も認知症になったらあまり外に出ないほうがいいのかなとか、家族もあんまり

もう出さないほうがいいのかなというふうに思ってしまったり、あとは仕事と介

護の両立ができるのかな、近所の独り暮らしのおばあちゃんが気になるっていう
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ことで、不安とか孤立感、誰に相談したらいいのかというような悩みを抱えてい

る方は今も多いのではないのかなというふうに感じております。 

そして、認知症に関する知識や支援体制の周知の不十分さ、認知症当事者が見

えづらくなりやすい現状がまだまだあることで、今言ったような、本人、家族、

地域住民の皆さん、あるいは行政職員の皆さんの中でも、様々な思いですとかお

困り感を抱えているのではないかというふうに思います。 

そこで、資料２なんですけれども、2024 年１月施行の認知症基本法、こちらの

正式名称は共生社会の実現を推進するための認知症基本法というものですが、こ

ちらについて簡単にまとめたものになります。 

この法律が制定された背景には、高齢化の進行とともに認知症の人が急増し、

社会全体での共生と支援の仕組みを整えることが急務となったことがあります。 

今まで介護保険法、障害者総合支援法などばらばらであった支援施策を統合す

るとともに、本人抜きに本人のことを決めないでという認知症の人自身の声を受

けて、認知症の人本人の意思や権利を尊重する視点を入れ、単に支援の対象とい

うだけではなく、地域の一員として、共に生きる存在として位置づけております。 

認知症になっても大丈夫と本人も家族も、子どもから大人まで、地域のみんな

が言えるような村になると理想だというふうに思いますけれども、そのためには

私たちが取り組むべきことが多くあるように感じます。 

そこで質問なんですけれども、１番目に中川村における住民の認知症への理解

や支援体制とその周知に関しての現状と課題についてお伺いしたいと思います。 

○保健福祉課長　　それでは認知症施策についてお答えをしていきます。 

まず、認知症は江戸時代末期から明治の初頭にかけて痴呆と翻訳され、それ以

降、平成 16 年まで、長い間、痴呆と呼ばれてきていました。 

痴呆と言われ侮辱を感じる、その実態を正確に表していないなど、早期発見や

早期診断の妨げになっていることが問題視され、認知症と改められました。 

それからは、誤解や偏見を解消し、尊厳の保持の基本姿勢と早期発見、早期治

療による適切な支援につなげること、また発症を遅くする予防対策を推進するた

めの施策が展開されてきました。 

認知症を理解し、支援する人――サポーターですが、が地域に数多く存在し、

全ての場所で認知症になっても安心して暮らせる地域になっていることを達成

目標に取組が進められ、令和６年１月に認知症基本法が施行されました。 

認知症に対する取組は大きく変わり、認知症に対するイメージも大きく変わっ

ていますが、まだまだ十分に浸透しているとは言えないと思っております。 

このような国の施策の動向に合わせて、中川村でも施策を進めてきております。 

認知症サポーター養成講座は、平成 21 年度から取組を始め、広報や有線放送な

どを使い広く声をかけ、現在、講座修了者は延べ 1,141 人となっています。 

講座修了者からは、認知症ことが理解できた、普通に接したい、認知症になっ

ても自分らしく暮らしていきたいなどの感想が多い中、まだまだ、自分の身内が
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なったら悲しい、認知症にはなりたくないなど、心配や不安の感想もたくさんあ

ります。 

しかし、この感情は取り除けるものではありません。そのため、予防や発症を

遅らせるための取組や認知症に対する正しい知識の普及啓発に力を入れていく

必要があると思っております。 

○８　　番　(大島　　歩)　今、保健福祉課長のほうから認知症サポーター養成講座に平成 21

年度から延べ 1,141 人の参加があったということで、非常に大きな数だと思いま

すけれども、今言われたように、やっぱりまだまだ悩みとかお困り感とか、知ら

なかったというような、そういった課題があるのかなというふうに感じておりま

す。 

先日、10 月、私も認知症サポーター養成講座のほうに参加させていただいたん

ですけれども、本当に何か知っているようで知らない、知らなかったなというこ

とと、うちも家族が認知症になりまして、いろいろといつも、毎日いろいろ事件

があるんですけれども、本当に悩みながらも、相談できる場所があったり、家族

の会みたいな、そういった存在がもう少し身近になっていくとお悩みを共有でき

たりしていいのかなっていうことがあります。 

本当に、支援というか、そういう、何ですか、支援の制度につながるまでが一

番皆さんの悩みが大きいところなのかなっていうふうに思っておりまして、そこ

をどうしていくか、今後も考えていきたいというふうに思います。 

では２番目に行きます。 

子どもたちも認知症とともに生きる存在です。学校教育の中では認知症に対し

ての理解促進のための授業などは行われているのか、お伺いしたいと思います。 

〇教 育 長　　小中学校においての取組でありますけれども、小中学校におきましては、直接

認知症の理解を促進する授業等については今のところ行われていないというふ

うに承知をしております。 

関連した学習としましては、家庭科の領域で高齢社会への理解促進という内容

が位置づけられております。65 歳未満で発症する若年性認知症っていうこともあ

りますけれども、高齢者に多く発症するということでありますので、高齢社会へ

の理解促進の学習をきっかけにして認知症について学ぶ機会を持つもこともで

きると考えております。 

学習指導要領についての位置づけも少し御紹介させていただきますが、小学校

では、幼児または低学年の児童や高齢者など、異なる世代の人々との関わりにつ

いて扱うというふうに示されております。 

中学校になりますと、高齢者の身体の特徴について触れること、また高齢者の

介護の基礎に関する体験的な活動ができるよう留意することが示されておりま

す。 

高等学校になりますと、家庭基礎でありますとか福祉科の科目で認知症につい

て直接的に学習するよう位置づけられ、具体的に学ぶようになっております。 
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小中学校においては、今御説明したとおり、こうしたことへの興味、関心も含

めて、そうした学習につながる基礎を培う段階であると言えるというふうに考え

ております。 

家族の在り方や地域の在り方が多様化している現在、子どもたちが高齢者の

方々と触れ合う機会も全体的には減ってきているように思われます。 

小中学校では、授業、あるいは公民館講座などを通して高齢者の方々との交流

活動も進めてきておりますし、例えばふれあい福祉広場、ここにも中学生あたり

が大勢ボランティアに参加して、こうしたことへの関心を深めているかなという

ふうにも承知をしております。 

そうした機会を大事にしながら村の実情について学習し、例えば、先ほどもお

話がありました認知症サポーター養成講座、こんなことを学校で学ぶ、こんな機

会があってもいいかなというふうには思っております。 

また、こうした学習の積み重ねによって、中学校の総合的な学習の時間で行わ

れておりますフリーラーニング、こうした機会に、認知症のような、こうしたテー

マに関心を持って取り組む生徒が出てくる、そんな学習の積み重ねができていく

ようなことも大事にできればなというふうに思っております。 

○８　　番　(大島　　歩)　今、教育長のほうからいろいろな角度での答弁をいただきました

けれども、最後のほうにおっしゃられたように、認知症サポーター養成講座を中

学校のほうなどで開いていただくっていうのもとてもよいことだと思います。 

飯島のほうではやっているというような話も聞いております。 

また、以前、議会のチョコっと訪問のほうで介護事業所を何件か回らせていた

だいたときに、ある事業所さんから、昔は小学生が交流に来てくれたりですとか、

職場体験に来てくれたりですとか、そういうことがあったんだけれども、やっぱ

り、ちょっとコロナを挟んで大分そういう機会が減ってしまって寂しく思ってい

ますということでしたので、ぜひ職場体験のときなどにも、ちょっと一言、そう

いう事業所にもお声かけいただいてつないでいただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

〇教 育 長　　今の御指摘については、また引き続き進められるといいなと私も思いますので、

そうした対応をまた学校とも相談してみたいと思います。 

○８　　番　(大島　　歩)　ぜひ検討をお願いできたらというふうに思います。 

そうしましたら、３番目の質問です。 

認知症や支援に関する様々なことの周知のためには広報が重要だと思います

が、ケアの専門職の方が広報まで行うのは正直負担が大きいのではないかという

ふうに感じております。 

また、専門家で、分かり過ぎているために、素人である住民視点での広報にな

りづらいっていうような可能性もあるのではないかなというふうに考えます。 

最近発行されました中川村の移住・定住パンフレットですとか、子どもの居場

所・相談マップなどの取組を参考に、プロの広報事業者に入ってもらったり、当
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事者や家族を含め様々な意見を取り入れながら、基本的知識ですとか、相談窓口、

居場所や施設、家族の会などの必要な情報が見やすく、また相談支援につながり

やすい広報ができていくとよいかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○保健福祉課長　　認知症に関する事業は、介護保険事業特別会計の中で説明をさせていただいて

いるとおり、認知症総合支援事業として村が取り組まなければならない事業です。 

医療との連携を基に進めていく必要があることから、認知症初期集中支援チー

ムを設置し、村内の診療所の医師をはじめ、村外の医療機関の協力を得ながら取

り組みを進めています。 

また、認知症対応型通所介護や認知症グループホームなど、認知症の専門的な

サービスを運営する事業所もあります。事業所の皆さんの協力を得て認知症地域

支援推進員を置き、認知症についての普及啓発の方法や専門事業所として何に取

り組んだらいいか考えてきました。先ほど議員さんのおっしゃったとおり、認知

症の通所のところも入って一緒にやってきております。 

令和６年度からはだれでもカフェという認知症当事者、介護者、ボランティア、

専門職が集まる会を開催しています。 

このように、認知症の取組は当事者を中心に行っていくことが重要とされてお

り、当事者の皆さんと考えていきたいと思っています。まず、自分たちは何を知

りたかったか、どんな情報が必要だったかなど、話を深め、そこから支援が必要

になったときに気軽に相談でき、支援につながるような内容を掲載した広報がで

きればよいと思っております。 

○８　　番　(大島　　歩)　当事者の方を中心に声を聞きながら、そういった、自分たちは何

を知りたかったかみたいな、そういう情報が伝わっていくといいかなというふう

に思います。 

だれでもカフェというものの存在は、私もこの質問をきっかけに初めて知った

ところではあるんですけれども、でも、そこに最初に行くまでが皆さんハードル

が高いのかなと思います。 

じゃここにいる人の何人がだれでもカフェに行くのかっていうと、なかなか、

行っていいのかなとかいうふうに思ってしまったりすると思うので、本当に、ど

ういうふうに最初の入口になるのかっていうところは、情報で、紙媒体のもので

あるとか、あとは村のホームページからアクセスできるようにするっていうこと

も大事だと思いますが、そこら辺の広報について今は課題がないのかどうか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○保健福祉課長　　村のホームページだとか紙の広報、確かに大事なんですが、やはり、認知症っ

て、なかなか自分で理解するのが難しいと思います。 

それで、やはり家族の方が少し、ちょっとうちのおじいさん、おかしいんだけ

どっていうようなところからちょっとずつ入っていくものだと思います。 

まず、やはり心配なときは、もう地域包括支援センターに、まず相談に来てい

ただいておりますので、そこから、まずは、やはり、先ほども言いました、医師
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のきちっとした判断が大事になってきます。初期にどのような対応をするかって

いうのが認知症は大事になってきますので、そこで、やはり少し物忘れだとか、

認知症のほうが進んでいるという話であれば、もうケアマネが相談に乗ってだれ

でもカフェなどに来てもらうというところです。 

ただ、その段階でも、恐らく、本人が俺は認知症じゃないって言ってしまえば、

このようなカフェさえも来たくないっていうところで、最近のだれでもカフェの

内容見てみますと、モルックだとか、少し軽いスポーツみたいなものだったり、

茶話会みたいなものから誰もが来られるっていう、あなたは認知症だから来ると

いうような感じではなくて、誰でもが来やすいような、それでだれでもカフェと

いうような名前にしておりますので、そんなところから来やすくしているってい

うようなところで、対話しているというところであります。 

そのような広報はホームページであったり、村の広報紙であったりでもしてい

きたいとは思っております。 

○８　　番　(大島　　歩)　今おっしゃったように、認知症の方、来てください、その家族の

方、来てくださいっていう呼びかけもあるけれども、誰でも来ていいよという呼

びかけの中で、気になることを話せたりとかっていうことも大事かなというふう

に思います。 

でも、最初にじゃだれでもカフェに行こうっていうふうにするには、本当に、

なかなか、誰か知っている人に誘われたりとかしないと難しいところかなという

ふうに思うので、ぜひ今後も、いろんな居場所みたいなものがあったり、別に認

知症っていうことに限らず、村にはいろんな場所があるんですけれども、そうい

うところでちょっとずつ、何かそういう支援とか、そういうだれでもカフェみた

いなものがあるっていう情報が目につくようにしていっていただければなとい

うふうに思います。 

では４番目の質問です。 

認知症になっても大丈夫と言えるような中川村になっていくために今後進め

ていきたい施策についてお伺いしたいと思います。 

〇保健福祉課長　　認知症は誰もが罹患する可能性のある病気で、身近にあって当たり前の病気に

なります。85 歳を過ぎると罹患率がとても高くなると言われ、高齢化が進む中川

村でも今後増えていくことが予想されます。 

認知症になっても大丈夫と言える村にするためには、いつどこで認知症の方に

接するか分からないので、いつ出会っても困らないように認知症について正しく

理解をすること、優しく接することができるよう準備しておく必要があります。 

認知症に関する事業は始めたばかりの取組も多く、当事者の皆さんと話をしな

がら、専門職の力を借り、本当に必要とする情報を得られるようにすることと、

あえて情報紙を作らなくても皆が当たり前に認識できる情報があふれる地域に

することを目指し、地道に進めていきたいと考えます。 

また、認知症にならない予防の取組は保健医療分野と協働して取り組む必要が
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あるので、一体的事業として進めていきます。 

誰一人取り残されない、制度のはざまを埋められるような地域共生社会の実現

には、一つ一つの地道な働きかけが不可欠だと実感しています。認知症に関する

事業についても地道に取組を続けたいと考えております。 

○８　　番　(大島　　歩)　今、地道な働きかけという言葉がありましたが、本当に一人でも

多くの村民の方にそういう認知症サポーター養成講座っていったものに出てい

ただくことですとか、地域包括支援センター、あるいは社協といった、あとは地

域の介護事業所と連携して、今後もそういった取組を進めていっていただくこと

が重要かなというふうに思います。 

本当に、例えばケアマネさんなんかでも、中川のケアマネさんじゃなくて飯島

の、中川に住んでいるけれどもつながったのが飯島のケアマネさんだったりとか、

そういう方もいて、そうするとなかなか中川の情報が伝わっていかないというよ

うな話もちょっと聞いたんですけれども、実際に、横のつながり、ちょっとこの

質問には書いてないんですけれども、現状っていうのはどうなっているか、

ちょっと教えていただくことはできますか。 

〇保健福祉課長　　介護保険の事業の中ではケアマネジャーの連絡会っていうのを３か月に１回

やっております。 

それで、中川村外――松川、飯島、駒ヶ根あたりまで、中川村の住民の方を支

援していただいているケアマネジャーたちを全員集めて、３か月に１回集まるっ

ていうような会をしていますので、中川村の事業はこういうものがあるっていう

ことは、常に、いつも耳には入れているというところでやっております。そこで

はそれぞれのケースについて検討するようなこともやっております。 

また、あとは介護保険の事業所連絡会、これはもう村内だけなんですけど、そ

の事業所の連絡会も、最近はちょっとできていないんですけど、年に２回ぐらい

はやっていて、それぞれ、村の施策だとか、介護保険の状況だとかっていうこと

も情報を出して皆さんで検討していただいているっていうようなことはやって

おります。 

○８　　番　(大島　　歩)　３か月に１回、そういったケアマネさんの連絡会や事業所のそう

いう連絡会もあるということで、そういった横のつながりも大事にしていただい

て、中川ではそういうだれでもカフェをやっているよとか、飯島では学校で認知

症サポーター養成講座みたいなことをやっているよとか、そういった重層的な情

報というものも、ぜひ今後も共有していっていただけたらなというふうに思いま

す。 

それでは２点目の質問に行きたいと思います。 

「行政職員の人材確保と定着―中川村の現状とこれから」ということで話をし

たいと思います。質問いたします。 

行政職員の成り手不足が現在問題になっています。 

特に地方では、人口減少、若者流出、待遇格差などが背景にあり、これは役場
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だけではなく、地方の中小企業も人材確保や定着に関して同様の問題を抱えてい

ると言えます。 

資料１は行政職員の人材確保、定着に関する今日的な課題の例です。 

例えば、今言ったような少子化と人口流出ということで、地方では若年人口が

減少しており、そもそも、「受験者母数」って書いてありますけど、応募する人の

母数が少ないと、特に中川村のような過疎地域では地元出身者や縁のある人材に

頼る傾向が強く、母集団の縮小はそういったところを直撃してしまうというよう

なことがあるかもしれません。 

それから、２番目に待遇と魅力の低下ということで、民間企業の賃金上昇によ

り公務員の給与が相対的に魅力を失っているかもしれません。若手職員は残業が

多くても手当が十分ではないケースがあり、モチベーション低下につながる可能

性があります。 

また、３番目に業務量の増加と職場環境の厳しさということで、福祉、防災、

デジタル対応など、行政サービスが拡大する一方で、なかなか人員が増やせな

くって、１人当たりの業務負担が増加しているというような側面があるのかなと

いうふうに思います。 

窓口対応やクレーム処理など、そういったことは精神的負担も多くて、それが

直接の原因か分かりませんけれども、若手職員の離職につながってしまう可能性

もあります。 

それから、４番目として内定辞退率の高さと地域間競合、これはちょっと中川

村に当てはまるか分かりませんが、都道府県庁や都市部自治体の競合により、内

定者がほかの自治体へ流れるといった傾向もあるようです。 

そして、５番目に専門性の習得が難しい職場構造ということで、ジョブロー

テーションが多くて、どうしても二、三年に一遍ずつぐらいで部署が移っていっ

てしまうのでなかなか専門性を深めにくいというような、そういった性質がある

かなというふうに思います。 

若手がベテラン並みの業務を求められることもあり、育成環境としての魅力が

低いかもしれないという、例なので、一般的な例なんですが、では、じゃ中川村

の課題は何だろうなということをちょっとお伺いしていきたいと思います。 

まず１番目ですが、中川村の行政職員の確保や定着についての現状や課題は何

でしょうか。職場環境や休暇、待遇などに関して、職員や、あるいは家族などか

ら上がってきている声などはあるか、お伺いしたいと思います。 

〇総務課長　　職員の確保や定着につきましては、待遇面に関しては、国からの通知や通達、

近隣市町村等の動向を踏まえ、適切な処遇水準の確保に努めています。 

課題として、特に保育士や保健師などの専門職の確保が難しくなってきている

と感じています。 

職場環境の改善等については、職員で組織する衛生委員会や事務改善委員会等

で職場の環境改善や効率的な事務の執行について検討し、また職員労働組合との
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交渉等を通じて必要な点について労使協議を行っております。 

また、職員個々の声については、期首、期末における管理職との個人面談、30

歳未満の職員と総務課長との面談、派遣職員と理事者との面談等を通じて声を聞

くように努めております。 

○８　　番　（大島　　歩）　今、いろいろな内部での委員会ですとか、あるいは面談という

ような話があったんですが、そういった中から出てくる特徴的な声というか、繰

り返し結構出てきているなというような声みたいなものはどういったものがあ

るか、差し支えない範囲でお答えいただけますでしょうか。 

〇総務課長　　一番は、職員労働組合からの要求で上がってきておるものでございますが、毎

年上がってきております内容につきましては、賃金の改善でありましたり、労働

条件の改善、それから職場環境の改善、それから諸手当の改善等でございます。 

今回上がってきた内容の中では、やはり物価高騰だとか燃料費の高騰がありま

して、通勤手当の改善をしていただきたいというような要求等が上がってきてお

りますけれども、一応、こちらの基本としましては国の条件に合わせるというの

が基本でありますので、国と、また、先ほど回答がありましたが、他の自治体等

の状況を見まして改善していくというところが基本というところであります。 

○８　　番　（大島　　歩）　やはり行政職員っていうのは、国に決められた条件であったり

ですとか、あまり中川村だけほかの自治体と比べて何か抜きん出てはいけないと

いうか、いろいろ足並みをそろえなきゃいけないっていうところもあって、企業

のように柔軟にそこら辺は対応できていけないっていうところの難しさがすご

くあるのかなというふうに思います。 

ただ、それでは、やっぱり成り手が今後本当に不足していくのではないかなと、

今は、保育士ですとか、保育士の確保は特に課題があるというふうにお伺いしま

したけれども、今後 10 年とか、先を考えたときになかなか厳しいところがあるな

というふうに思います。 

何か、昔は行政職員になるっていうと、結構花形というか、いい職場というか

――今もいい職場だとは思うんですけれども、なかなか賃金的なところで比べて

しまうと難しくなってきているなというふうに感じるので、ちょっと、またどう

していけばいいか、引き続き質問していきたいと思います。 

それで、現状の声や課題に対して、今ちょっとお話も伺いましたけれども、ど

のように捉えて、どういった解決策や対応を行っているかについてお伺いしたい

と思います。 

〇総務課長　　早期に対応可能な事項につきましては即応いたしまして、予算措置が伴う改善

につきましては予算確保の機会を捉えて段階的に実施する等、常に環境改善には

努めております。 

○８　　番　（大島　　歩）　そういった方法ぐらいしかないのかなというふうにも思います

が、ぜひ、現場から出てきているような声、あるいは自治労から出ているような

声については前向きに取り組んでいただきたいと思いますし、引き続きそういっ
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た声を聞いていっていただきたいというふうに思っております。 

また、先ほどちょっと飛ばしてしまったんですが、今できていることとこれか

らできることは何かということで、資料２のほうに人材確保のための工夫ですと

か若手職員の定着支援っていうことで、ちょっと簡単に、これも一般的な情報で

すけれども、ちょっとまとめさせていただいたんです。 

人材確保のための工夫としては、１番に地域の魅力と仕事のやりがいを発信と

いうことで、地域課題に直接関われるっていうやりがいを、行政職員、中川村な

ら中川村ならではのやりがいみたいなものがきっとあると思いますので、そう

いったものをＰＲしていくということ、それからＳＮＳや動画を活用して若手職

員のリアルな声や一日の仕事の様子を紹介するとか、地元出身者やＵターン希望

者向けに地域貢献型キャリアの魅力をちょっと訴えていく、そういった発信もこ

れからは大事になってくるかなっていうふうに思います。 

それから、２番目に多様な採用ルートの活用ということで、経験者の採用、民

間の出身者、地域おこし協力隊のＯＢなどの積極雇用、それからインターンシッ

プや職場体験を通じた関係人口の掘り起こし、県主導の共同採用試験や合同説明

会への積極的な参加、商工会と連携してインターンシップや合同説明会を開催す

るといった工夫も考えられるのかなというふうに思います。 

それから、３番目に試験方式の柔軟化ということで、ＳＰＩというものがある

そうですが、個人の性格や能力を測定する総合適性検査ですとかウェブの面接な

ど、受験者の負担を軽減する方式を導入する、それから人物重視の選考、学歴と

か、そういうのではなく、人物重視の選考で地域への関心や協調性を評価してい

くっていうような、そういった人材確保のための工夫も今後やっていけるといい

のかなというふうに思います。 

また、雇用ではなく、定着支援のほうなんですが、こういったことが、今、最

近ありますよということで、キャリアパスの明確化と育成支援ということで、業

務ごとのスキルマップですとか育成プログラムを整備、ＯＪＴ――職場での実務

を通じて上司や先輩が部下や新入社員に知識やスキルを指導する人材育成手法

に加え、ｅラーニングや外部研修の活用で学びの機会を保証すること、育てる人

事への転換っていうことで配置と評価に育成視点を反映させるというような取

組も考えられます。 

２番目に働きやすい職場環境の整備ということで、フレックスタイム制ですと

かテレワークの導入、メンタルヘルス支援やハラスメント防止体制強化、若手の

声を反映する職員提案制度や職場改善ワークショップなどをすることも提案と

して考えられます。 

それから、地域ぐるみの支援体制ということで、地元住民との交流の機会、歓

迎会、地域行事参加を通じた孤立防止――こういうことはもう既に中川村はいっ

ぱいあるのかなっていうふうに思いますが、そして住居支援や移住・定住支援制

度の整備、結婚・出産・育児期のライフステージに応じた柔軟な制度設計、こう
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いったことでより定着しやすいような環境がつくっていけるのかなというふう

に思います。 

先ほど１番議員の質問の中で保育園の未満児の質問に関して、村長答弁の中で

本当に保育士確保に苦労されているというようなお話もありましたけれども、特

に保育士さんは女性が多いっていうことで、こういった結婚、出産、育児休暇で

すとか、そういったことについて、今もあるんですけれども、女性だけじゃなく

て、男性の育児休暇みたいなこともやっぱりもっと進んでいかないと今後はなか

なか働きやすい環境になっていかないのかなっていうふうに思っております。 

繰り返しになりますけれども、本当に５年後 10 年後も中川村役場が選ばれる

職場であってほしいというふうに思っております。 

それで、３番目の質問になるんですが、今後の確保や定着についてどのような

展望をお持ちなのか、もうこのままで何も、このままやっていけば今後も確保し

ていけるっていうふうな思いでいらっしゃるのか、あるいは継続、拡大していき

たい施策ですとか新たに実施していきたいというような施策などがあるのか、お

伺いしたいと思います。 

〇総務課長　　これから先も若年人口の減少が続く見込みの中で、新規学卒の応募者を増やす

ことだけに頼るのは難しいということであります。引き続き即戦力と成り得る社

会人経験者の採用も進めてまいります。 

そこで、今いる職員が続けやすい職場づくりとして、仕事のやり方を標準化し、

デジタル化を定着させて、一人一人の生産性と働きやすさの底上げを進めてまい

ります。 

ＵＩターンやミドル、シニアの活用として、近隣町村、県、大学、民間と連携

して専門人材の安定的な確保を進めてまいります。 

採用広報の強化としましては、中川村で働く価値ややりがいを可視化しまして

発信の強化を進めてまいります。 

その他、奨学金返還の支援、それから住宅支援やＵＩターン支援の拡充を進め

ていきたいと考えております。 

○８　　番　（大島　　歩）　今、総務課長のほうからお答えありましたが、今言われたよう

なことを進めていただくことが本当に大事かなというふうに思います。 

でも、民間の企業も同じように人材確保にこれからどんどん手を打っていくと

いうような時代になってきていると思うので、さらに上手くマッチングしていけ

るといいかなというふうに思っております。 

最後に、ちょっと私から１つお話があるんですけれども、なぜ私が今回この質

問をしようと思ったかというきっかけになるんですが、先日――11 月 10 日に長

野県商工会女性部連合会の南信地区研修会というものがございまして、その中で

「エンゲージメントを高める現代版傾聴スキルと日常会話術」という講義があり

ました。 

桑山元さんという方が講師だったんですが、その方は元ザ・ニュースペーパー
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という芸人集団、そのメンバーの方だったんですね。それで、今はちょっとそう

いう人材育成コンサルタントみたいなお仕事もされているそうです。 

その中で、とある四国の塗装会社さんがとても人材確保に苦労されているとい

うようなお話がありまして、それで、そこにコンサルに入った方のお話がありま

した。 

それはちょっと桑山さんの話ではなかったんですけれども、ワールドカップと

いうものがありますね、サッカーのワールドカップが４年に一遍ありますよね。 

それで、その塗装会社さんに入った人材コンサルさんもサッカーが好きで、ド

イツでしたかね、ドイツでワールドカップがあったときに現地へ行ったそうです。 

そしたら、日本の若者で、そこで一生懸命応援している集団がおったと、その

人たちに声をかけて、いや君たち熱心だねと、どのくらいいるのかって言ったら、

ずっといますって言うから、会社はどうしたのかって聞いたら、辞めてきました

というようなお話があって、それで、もう自分たちはサッカーに命をかけている、

ワールドカップに命をかけているから、４年に一遍、会社を辞めて来ているんで

すと、辞めないとなかなか来られないっていうような会社が多いからっていうこ

とですよね。２週間も休みを取らせてくれる会社がないから、彼らはそうしてい

るんだと思うんですけれども。 

それで、そのコンサルさんは四国の塗装会社にコンサルに入ったときに、社長

さんに、いや、ちょっと提案なんですけれども、４年に一遍ワールドカップ休暇っ

ていうものをつくったら、もしかしたら若者がいっぱい来るかもしれませんよと

いうふうに提案をされたそうなんです。 

それで、社長さんは、いや、そんなものって言ったけど、試しにそれを応募の

条件の中にっていうか、出したら、たしか３人だったかな、３人の募集のところ

に 100 人も応募があったっていうことで、そこについてはいろいろなお考えがあ

るかと思いますけれども。 

今までのような考え方だとなかなか人材確保が難しいけれども、例えばそう

いった柔軟な休暇制度の在り方みたいなものが村の中にあることで、ぜひそこで

働きたいみたいな人が増える可能性もあるかもしれないです。これは可能性で、

別にそれをやれって言っているわけではないんですが、そういった話もして、私

の質問を終わりたいと思います。 

○議　　長　　これで大島歩議員の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩とします。再開は 10 時 50 分とします。 

［午前１０時３０分　休憩］ 

［午前１０時５０分　再開］ 

○議　　長　　会議を再開します。 

休憩前に引き続き一般質問を行います。 

７番　島崎敏一議員。 

○７　　番　（島崎　敏一）　私は通告書に基づいて本日２問の質問をします。 
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１問目「主要事業中長期計画に係る財政分析と新しい学校づくりについて」で

す。 

「貧すれば鈍する」という格言があります。これは貧乏になると生活の苦しさ

から知恵や精神の働きまで愚鈍になるという意味です。金銭的な余裕がないと心

に余裕がなくなり、正常な判断ができなくなってしまうということわざです。今

こそこの格言から私たちは学ばなければならないと感じています。 

そもそも公務員とは何でしょうか。 

イギリスで議会制民主主義ができたときに、英語では公務員のことをシビル・

サーバント――住民の召使という意味で生まれたそうです。日本語では公僕と訳

されています。 

公務員もそうですが、議員もまた特別職の公務員、公僕です。私たちは税金か

ら報酬をいただき、日々議員として活動しています。そんな原点に立ち返った立

場から今日は質問をさせていただきます。 

質問の要旨をまずお伝えします。 

学校建設の計画が進行中であるにもかかわらず財政分析をすることが遅れ、結

果的にプロポーザルコンペも延期になってしまいました。本来であれば学校建設

と歩みを合わせることが当然だったと考えます。これらの原因を推察しますと、

村長部局と教育委員会との連携が不十分であったのではないかと考えます。 

今後このようなことを繰り返さないために、原因を分析し、課題を捉え、体制

を見直すなどのしかるべき策を講じる必要があると考えます。予算に見合った計

画を立て、住民が主役の村づくりをぶれずに行っていただきたい、そう思ってい

ます。 

質問は、いろいろ読むと手厳しいところもあるとは思いますが、誰かを責めて

いるわけではなく、今の仕組みを問うていることを御理解いただきたいと思って

おります。 

最初に言っておきます。今回、一般質問で再質問をさせていただきたいと思っ

ています。 

質問のタイトルっていうか、通告書の一番上に鍵括弧で「「主要事業中長期計画

に係る財政分析」「新しい学校プロジェクト」について」とありますが、財政分析、

学校について、それぞれお尋ねしたいことがあります。 

もし答弁の中で私の聞きたかったことがない場合は再質問させていただきま

す。なるべく分かりやすく再質問しますので、答えられる範囲でお願いいたしま

す。もちろん逸脱した質問はしませんので、よろしくお願いします。 

では１つ目の質問です。 

なぜ村長部局と教育委員会の足並みがそろわず学校建設の予定を先延ばしに

するような事態となったのでしょうか、時系列に沿って経緯を詳しく説明してく

ださい。 

○地域政策課長　　それでは時系列に沿ってという御質問についてお答えをいたします。 
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新たな学校建設関連事業、リニア工事関連事業、老朽化が進む公共施設の改修、

長寿命化など、今後、大型事業が予定される一方、今後はさらなる人口減少が想

定されまして、村の財政はより厳しくなることが予想されることを踏まえて、将

来的な財政負担も考慮した上で、実施すべき事業を再度精査し、中期的な事業実

施に係る財政計画を策定するために財政分析を行ったわけですが、時系列で申し

上げますと、令和６年 12 月、令和７年から令和 16 年までの 10 年間に計画、予定

されております大型事業、これを第１回目の大型事業、事業規模がおおむね 1,000

万円以上の見込みの拾い出しを行っております。これは一般会計、特別会計、企

業会計も含めてでございます。 

それで、令和７年４月に、概算事業費の見直しや財源の見直しを含めまして、

再度確認を行い、併せて企画委員会でその状況を説明し、共有したところであり

ます。 

９月に関係係からのヒアリングを行ってきました。この中で事業の実施時期、

規模等の調整を行い、その結果をもって 10 月から 11 月に総合計画に基づく実施

事業計画に反映をさせております。 

令和７年８月には国庫補助に関する勉強会も開催しまして、近年の国土交通省

関係の補助金の構成、配分等を研修したところであります。 

それで、10 月に関係各課を横断的に調整するための新たな学校建設等に関わる

庁内検討会議を設置しまして、ハード部会、財源部会、事業調整部会等、各部会

を立ち上げております。 

その他調整を必要とする関連事業については、随時、調整会議を開催するとい

うことになっております。 

○７　　番　（島崎　敏一）　再質問させてください。 

地域政策課長、主要中長期財政計画に係る財政分析のタイミングをもっと早く

するべきだったのではないかと考えています。 

本来であれば、中長期的な財政分析をまず初めに行い、優先順位と予算配分を

決めて、それで計画を立てて実行すると、課長から今説明ありましたが、これを

学校の件でなぞると、もっと早く財政分析を始めることをするべきだったのでは

ないでしょうか、考えを聞かせてください。 

〇地域政策課長　　御指摘のとおり、これが早く進めばもっとスムーズな展開ができたということ

も考えられます。 

ただ、既にこの前から教育委員会のほうで新たな学校建設に関する委員会等が

立ち上がっておりまして、この中で、こういった、ある意味、財政的な制約がな

い中で活発な議論をする必要もあるということもありまして、どちらが先にそう

いった枠のようなものをつくってしまうのか、事業費を決めてしまうのかってい

うことも、どこの地点でやるかということについては、協議というか、打合せ等

をしてきたわけであります。 

結果として、財政分析、要するに村のいろいろな各事業、これは、総合計画に
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おける実施計画の中で向こう５年間についてはおおよそ見えてくるわけですが、

その先に大きな学校建設というものがありましたので、実施計画だけではやはり

財政分析の資料としては不足するという部分もありまして、向こう 10 年間の計

画を各課から拾い出ししまして、その中でどんな財源が使えるかということも含

めて庁内に下したわけであります。 

結果として、それをまとめるのに時間もかかった部分もありますけれども、な

かなか、その精度をどこまで上げるかというところで少し時間がかかったという

こともありまして、こういった時期になってしまったということがございます。 

○７　　番　（島崎　敏一）　実情、いろいろ問題あるのは理解できますが、２回目の再質問

をさせてください。 

○議　　長　　２回目……。今３回目だでね。 

○７　　番　（島崎　敏一）　あ、もう３回目ですか。 

○議　　長　　ええ。 

○７　　番　（島崎　敏一）　分かりました。 

私の考えでは、確かにもっと早くするべきだと思っておりますが、もし理想の

形で財政分析できたとしたら、何年前から財政分析できておればよかったと考え

ますでしょうか。 

私は、できれば答申が出たとき――令和４年度末の辺りから、おい、金のこと

を考えようぜっていうような感じで村長部局と歩みを合わせてほしかったなと

思っておるんですが、いかがでしょうか。 

○村　　長　　すみません、ゆっくり立たせてもらいます。 

逆算して時系列で先を読めれば非常にいいわけでありますけれども、実際のと

ころを申し上げますと、実は、去年の２月っていうか、おととし 12 月に牧ヶ原南

住宅を移転新築するとしたらどうだろうかという辺りで県の住宅供給公社にお

願いして概算事業費等々を出していただきました。 

それで、それが出てきたのが今年２月だったかなというふうに思っております、

去年だったかな……。もうその地点で、何しろ６割くらい建設費が高騰している

という衝撃的な――どうも去年ですね、去年です。衝撃的な、何ていいますか、

金額を目の当たりにして、そこで思ったのは、もう大変なことになるなというこ

とを肌として――肌というか、これから学校を検討していくときにも大変になる

だろうなというようなことを何となく感じていたということであります。 

それが、何といいますか、もうちょっと何年も前から計画的にというふうに言

われるならばそのとおりなんですけれども、実際にはその辺りから、実は、新し

い学校を造っていくっていうときに、これは大変なことになるかもしれないとい

う、そんな予感があったということだけ申し上げておきたい。 

そういう中で、実は、牧ヶ原南住宅は移転新築を後回しにさせてもらうという

ことを言ってきたところでありますので、時系列で前もって全体の動きをきちん

と押さえておればという、おっしゃるとおりなんですけど、ちょっとそこまでで
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きなかったことについては、正直なことを申し上げます。すみません。 

○７　　番　（島崎　敏一）　実情をお聞きしました。 

次の質問とも関連してくるのですが、次の質問に行きます。 

村政の最高責任者である村長のリーダーシップに課題があったのではないで

しょうか、どのように分析していますでしょうか。 

○村　　長　　今っていいますか、先に地域政策課長が申し上げたとおりでありますし、私も

先ほど、今再質問っていうか、私に質問をいただいた中でお答えしたとおりであ

りますけれども、結果として教育委員会の検討の進み方と大きくずれが生じたっ

ていうことは事実であります。 

連携不足との指摘については、特に新しい学校づくりで非常に混乱と、一部不

安視といいますか、そういうことをするようなことになってしまったということ

については、私に一番責任がありますので、真摯に受け止めたいというふうに考

えております。 

それで、これから様々な課題に直面するだろうというふうに思っておりますけ

れども、学校づくりに関しては、教育委員会で示されている令和 13 年度の開校

を、まずこれを遅れることなく、もう遅らせておりますので、目指して、あとは

教育委員会とやり取りをきちんとやって、連携を取って進めていくということを

申し上げたいと思っております。 

○７　　番　（島崎　敏一）　真摯に事実を受け止めるという言葉、確認しました。 

しかしながら、再質問を１つさせてください。 

〇議　　長　　同様の質問になるの？ 

〇７　　晩　（島崎　敏一）　質問、今言います。 

〇議　　長　　どういう内容ですか。 

○７　　番　（島崎　敏一）　主要長中期計画の財政分析について。 

〇議　　長　　あ、違う部分でね。 

○７　　番　（島崎　敏一）　はい。 

財政分析の中で事業内容の検討、事業の仕分、各補助金の有効性の検討、集約

化、まとめを令和８年度にやっていくとありますが、この体制について質問させ

てください。 

学校建設との歩みが合わなかったことに対して、今後に対して私はとても不安

を感じているのですが、令和８年度からやる財政分析に対して、村の職員さんだ

けでこれらをできるのか、不安を感じています。 

職員さんは、人材不足であったり、社会情勢の見通しの悪さであったり、今後

10 年間、財政をなるべく健全に向けていくための総合的な知見ですとかスキルも

必要になると思います。 

そこで、今後の財政分析の検討の体制を見直す必要があるのではないかと考え

ています。例えば外部人材を招聘するとか、そういった考えはありますでしょう

か。 
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〇議　　長　　同様の質問でありますので、これに答えたら次の質問に移ってください。 

○７　　番　（島崎　敏一）　はい。 

○議　　長　　誰が……。 

○村　　長　　財政分析を行う中で、うちには――うちといいますか、財政係はしっかりして

おりますし、課長の中にもほかの経験をしてきた者もおりますし、そういう意味

で、今の段階では、財政分析を行うについて、手法として、特に外部の専門家、

例えば行財政の詳しい方という言い方になろうかと思いますが、そういう方を入

れて、逆なことを言いますと、果たして中川の事情が本当に分かってできるだろ

うか、そういう方から言わせると、財政的にこれは難しく、人口が減るからこの

計画は諦めなさいと、もしかしたらそういう話になるかもしれない。 

我々としたら、今あるところの大きなプロジェクトのものと 1,000 万円以上の

基本的にやらなければならないことは絶対にやっていく、やっていく中で、順序

と規模、これを収入に見合ったものという観点から考えざるを得ませんので、そ

ういうことをしながら、あるいは、何ていいますか、今の制度の中では起債といっ

てお金を借りる制度もありますけれども、制度の中では過疎債がどの程度まで延

長できるかとか、そういう意味では、しっかり情報は、県とも連絡を取ってまい

りますので、特に今の段階では、専門家を入れてというようなことは、私の中で

は考えておりません。 

○７　　番　（島崎　敏一）　ありがとうございます。 

もう再質問しませんが、どちらにしてもけじめと覚悟が必要だと思います。や

るなら村の中だけでやる、頼むなら頼む、それだけのことですので、よろしくお

願いします。 

次の質問に行きます。 

これらの問題に対して住民の方々に説明必要があると思いますが、いかがで

しょうか。 

○教 育 長　　新たな学校づくりっていうことでのお話でもありますので、住民の方々への説

明につきましては教育委員会のほうからお答えをさせていただきます。 

教育委員会では、議員も御承知だと思いますが、10 月に行ったシンポジウムに

おいて作業部会での学校施設の検討経過をオープンにし、これまで言葉で検討し

てきた学校施設を形にしてお示ししております。 

今回の財政分析によって、建設の裏づけとなる財政面の検討も並行して行って

きておりましたので、そのことについてはこれまでの学校施設の検討において村

民の皆さんにもお伝えしてきているところでございます。 

また、これまで検討してきたものは教育内容をどう実現していくかっていう観

点での学校施設の検討でありますが、その検討段階をなくして財政的要素に、何

ていうか、縛られていくような形になるっていうことではなくて、まず教育内容

を検討してきた、そのことを理想とする施設っていうものの一つの形を私どもも

持っておきたいということもありまして、村民の皆さんも含めて検討してきた経
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過がございますし、それはこれからの検討においても必要な段階であったという

ふうに理解をしております。 

それで、学校施設の建設に関わる財政面の検討の経過、またこれからの進め方

については、まずは、12 月に開催する予定でおります第５回の新たな学校づくり

委員会、この委員会において委員の皆様に説明をさせていただきたいというふう

に思っています。 

それで、財政分析により、財政的要素が今回加わりましたので、これからの検

討の方向性やスケジュールについてはこのことを踏まえて進めていくというこ

とになりますので、そうしたこともまずは委員会で説明させていただいて、それ

を通して、また村民の皆様には広く広報したりお伝えしていくということにして

いきたいと思っております。 

学校施設の検討については、さらに作業部会で継続して行ってまいりますけれ

ども、これまで検討してきた道筋と同様、これからもシンポジウムのようなこと

も開催などしまして、村民の皆様にも直接説明したり御意見をいただくような機

会を設けていきたいというふうに考えております。 

議員の御指摘の一番の趣旨は、予算に見合い、村民の皆様が納得する計画で進

めてほしいと、そういうことだというふうに承知をさせていただきました。 

教育委員会としましても、先走っているというように思われることは本意では

ございませんので、村長部局ともしっかりと連携しまして、今後の進め方、対応

をしてまいりたいというふうに思っております。 

〇村　　長　　今、教育長のほうから新しい学校づくりの進め方については私ども村長部局と

協議をしっかりしながら進めていくというふうに考え方を述べていただいたわ

けでございますけれども、財政分析を行った結果につきましては、議会にもこの

間お示しさせていただいたとおりでございます。 

それで、これをもう少し住民の皆さんに、言い方は変なんですけど、これをやっ

て、大変なんだよって単純に、えらいことになるぞっていうふうになってしまう

と、これからやろうとしている事業もこんなことはやらないほうがいいんじゃな

いかという話になろうとも限りません。 

これはこれでやるべきことだというふうに、私が就任するときには、まず、と

にかく計画を、私の時期に３つのところ、都市計画を含めた立地適正化計画をき

ちんとつくっていくっていうことが一番の仕事だというふうに申し上げたつも

りでございます。 

したがいまして、住民の皆様にも、ホームページに財政分析を行ったことにつ

いては載せてございますので、これはまた見ていただくとして、これから教育委

員会も含めて、事業がだんだん固まってくるのと併行して予算の規模もだんだん

固まってまいりますので、そういうふうな暁には、やはりきちんと広報等で住民

の皆様にお知らせしていくと、こういう考え方でおりますので、よろしくお願い

いたします。 

- 110 -

○７　　番　（島崎　敏一）　今、教育長から学校づくりのこと、それで、村長から財政分析

の住民に対する説明の答弁をいただきました。 

教育長の答弁に関しては、私が通告書に書いたとおり、本当に、予算に見合っ

た計画を立て、学校づくりを皆が納得する形で進めていただきたいというところ

は私のこの質問の本旨ですので、よろしくお願いします。 

それで、村長の今のお答えに関して再質問させていただきたいんですけれども、

住民に対する説明を、何ていうんでしょう、早めにやったほうがいいと思うんで

す。それで、早めにやる考えについてちょっとお答えいただきたいんですけれど

も、その理由を今から言います。 

ホームページに掲載されていますが、あのＰＤＦと概要だけ見ると、何ていう

のかな、ちょっと勘違いしてしまう、村長はこれから検討していくとおっしゃい

ましたが、ホームページに載っているＰＤＦ――私たちが全協で頂いたＰＤＦだ

け見ると、本当に、今は健全財政ですけれども、この予測では実質公債費率が大

変なことになるよですとか、10 年後には借金が大変なことになっているよってい

うのは予測したＰＤＦを貼りつけてあるだけで、あれだけ見ると、住民目線から

すると、え、どうなっちゃうのってすごく不安を感じる方もいらっしゃると思う

んです。 

なので、できるだけ細かく情報発信ですとか、今は、本当ユーチューブとか動

画配信で、例えばですけれども、動画配信で財政分析のここまでを今のところし

ていますよみたいな、今までと違う広報の在り方も必要なのではないかなと思う

のですが、その辺、もしお答えできる部分があればお願いします。 

〇村　　長　　確かに、あれを見てすぐ理解できる方は、役場のかつて職員であった方とか、

こういうことにたけている方、行政関係の人とか、そういう方かなと思っており

ますので、先ほど申し上げたとおり、新しい学校づくりが一番の中心になってき

ますので、これが併行して固まっていく、したら次は望岳荘、それからチャオ周

辺と、こういうところで全体の計画が完結してまいりますので、そういう中で詳

しいことは説明していく。 

方法については、広報に載せる、どういう方法がいいかっていうことは今後の

ことだということと、場合によっては、プロジェクトが決まってきたら、こんな

に大きなのは一遍住民の皆さんにお知らせしたほうがいいんじゃないかってい

うことになれば、判断をさせていただいて説明することも必要になるだろうとい

うことは、議員の御意見を受け止めさせていただくということで、時期はすぐ申

し上げられませんけど、受け止めております。 

○７　　番　（島崎　敏一）　よろしくお願いいたします。 

次の質問に行きます。 

新たな学校づくりプロジェクトについて、今後の対応は専門部会の中で検討を

進めるとのことですが、このような事態になってしまったことは教育委員会と村

長部局の連携に課題があったからではないかと考えます。 
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情報共有や合意形成を円滑に進める観点から両者の連携の体制を見直す必要

があると考えますが、村長及び教育長の考えを聞かせてください。 

〇村　　長　　今現在、新たな学校建設等に関わる庁内検討会議というのをずっと開いてきて

おります。二月くらいかけておりますけれども、この会議には副村長、教育長、

関係課長及び係長も出席して調整を図っております。 

私もできる限り出席するようには心がけておりまして、この内部の体制は維持

して連携を取っていくということを申し上げます。 

〇教 育 長　　村長の答弁のとおりでございますけれども、この庁内検討会議を今全体では５

回ですか、重ねてきておりますが、その中でやはり財政的な部分の検討が進んで

きているというふうに実感しておりますので、まずはこの会議が大事かなという

ふうに思っております。この会議を進めていく中で連携を進めていきたいという

ふうに思っております。 

○７　　番　（島崎　敏一）　そのような会議体が開かれて、もう５回も開かれているという

ことで、承知はしておるんですが、しっかりと連携を取ってやっていただきたい

と思います。 

次の質問に行きます。 

２つ目の質問です。「立地適正化計画策定の進捗状況は？」ということで、昨年

度から策定が始まった立地適正化計画についてお尋ねします。 

質問の要旨を、すみません、通告書に書いておらなかったんですが、口頭でお

伝えさせてください。 

立地適正化計画の計画策定をどのようにやっていくのかということが主な質

問事項です。よろしくお願いします。 

１つ目の括弧です。私は 10 月から行われた計画策定に関わる住民ワークショッ

プに、全４回、全てに参加しました。参加していて疑問に思った点を質問します。 

１、毎回参加者が少なくて大変残念であると感じましたが、参加者数について

どのように反省し、今後に生かしますでしょうか。 

○地域政策課長　　議員には全４回とも出席いただき、ありがとうございました。 

また、それぞれの立場や村への思いを持って参加していただいた皆様に感謝を

申し上げるところでございます。 

御質問の件につきまして、通告いただきましたこの後の②の部分も関わってく

るところがありまして、ちょっと併せてのお答えのような形になりますけど、よ

ろしくお願いします。 

まず、募集につきましては、村の広報紙、ホームページ、公式ＬＩＮＥ、ＣＥ

Ｋの文字放送、交友関係などの活用で行いまして、延べ 40 人の方に参加をいただ

いております。 

ワークショップでは、交通に関すること、農地に関すること、買物や地区のこ

と、住宅や空き家に関することなど、様々な御意見が出されております。 

また、若者の意見の中では、中川村の特徴はキャンプとカレーだと思っている
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ことや、もっと地域に自信を持ってほしいなど、心強い御意見もいただいており

ます。 

これまでも説明してきたおりますが、立地適正化計画は、具体的な建物や道路

を造るという計画ではなく、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりの

エリアや方向性を示す計画ですので、具体的な開発計画ではない分、ワーク

ショップでの場も抽象的だと感じたのではないかと推測しているところでござ

います。 

いただいた意見をどのように生かすかということについて、策定中の現地点で

は明確に回答はできないところではありますが、一般論としては、計画を策定す

る最初の段階で行うのが現状把握、計画を建物に例えると土台に当たる基礎部分

ということで、ここをしっかりと行うことで計画の方向性がよりよいものになる

と言われております。 

ワークショップも村民の方の村に対する思いを把握する現状把握の一環であ

りまして、土台の基礎部分に当たる部分かということで、重要だということで御

理解をいただきたいと思います。 

人数的に少なくて残念といった御意見ですけれども、広報はできる限り、周知

の関係はやったつもりですけど、結果として人数が結果の人数だったということ

で、これに対しては、またどういった機会があるか分かりませんけど、どうやっ

たらワークショップに対しての興味を示していただいて、参加の気持ちというか、

参加するといったふうになってもらえるのかっていうのは、どのワークショップ

でも、いつも行政側としては非常に悩むところではあります。 

それで、トータル的に 40 人という方で、それぞれ、毎回ワークショップが開け

たということで、意見の把握はできてきたというような感想でございます。 

○７　　番　（島崎　敏一）　すみません。今の課長の答弁に、ちょっと、何ていうんでしょ

う、ちょっと矛盾があるんじゃないかなと思うんですが、ワークショップは計画

の土台に当たる大事な部分とおっしゃいましたが、ワークショップの実数が 26 人

で、少ないということも理解されている、それで課題感もあると思いますが、何

でしょう、大事な土台に当たる部分だからこそ、もっと参加者のことを大事に思

うべきだったのではないかと思うんですが、この矛盾についてどう思いますで

しょうか。 

○地域政策課長　　大事な基礎部分で、把握する、御意見をいただく参加者の人数が少なかったの

ではないかというような意味合いかなというふうに受け取らせていただいてお

ります。 

前年度にはこの関係に関してのアンケート調査も行っておりますし、また、そ

の前に、各課で行う、例えば福祉の部門であったり、そういった部門でのアンケー

ト調査の結果の中で必要な部分は、住民意見というものがいろいろ出てきており

ますので、そういったことも一つの計画策定への住民の御意見ということで使わ

せていただいて、実質参加のワークショップの人数は少なかったわけですが、そ
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の他のそういったアンケート結果も資料として使わせていただいて、この計画の

策定に向けていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○７　　番　（島崎　敏一）　これらの結果を今後の課題にしていただいて、行政運営のほう

をよろしくお願いします。 

すみません、２つに質問項目を分けておったので重複になるかもしれませんが、

答弁をお願いします。 

ワークショップで出た住民の意見は表面的で抽象的な意見が多く、計画に中に

どうやって取り入れていくのか疑問を感じます。 

また、ワークショップの一般参加者の声を聞くと、今後の計画策定に対して不

安を持つ方もいらっしゃいました。 

今後どのような方針で計画に取り入れていくのか、聞かせてください。 

○地域政策課長　　先ほど答弁させていただいたとおり、この計画自体が、どうしても具体的な何々

をつくるだとか何々に持っていくとか、そういった具体的な建設等に関わるもの

ではないので、どうしても抽象的で、なかなか御意見に対してもそこら辺がぼん

やりしてしまっているのかなっていう部分は先ほどの答弁のとおりであります。 

それで、この計画の策定に不安を持つ方もいましたということで御質問いただ

いております。こういった不安が払拭されるように、今後はきちんと経過等を住

民の皆さんにお示ししたり、また、この計画については令和７年度・８年度の２

か年にかけて行うものですので、これから、より計画の姿というものが見えてく

るかと思いますので、その中で、そういった計画が具体的に見えてくる中で、そ

ういった不安についてはできる限り取り除けるように努めてまいりたいと思っ

ております。 

○７　　番　（島崎　敏一）　今後の展望についても聞かせていただきました。 

ワークショップの内容について私は思うところがありまして、１点、再質問、

２回目の……。 

○議　　長　　３回目だね。 

○７　　番　（島崎　敏一）　３回目ですね。再質問させてください。 

財政の厳しい現実を伝えてから住民の声を聞く必要があったのではないかと

思います。 

例えば財政の厳しさを伝えるならば、１つ目の質問でした主要事業中長期計画

に関わる財政分析とまでは言いませんが、そのような未来に対しての手厳しさを

説明してからワークショップを実施するような仕掛けも必要だったのではない

かなと思いますが、その辺はどのような考えを持たれていますでしょうか。 

〇村　　長　　ワークショップは何のためにやるのかっていうところがまずあります。 

それで、これは、将来、中川村がコンパクトな村、かといって今のものを全く

否定して新たにまとめるっていうことではなくて、できるだけ施設はその周辺に

結びつけながら、それを中川村の交通体系でうまく結んでいくと、そういうこと

で人口減少の中でどうやっていったらいいだろうかという、その計画づくりのと
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ころで、第一に、皆さんはどういうふうに思っていますか、それぞれの世代の方

はどうでしょうかということをお尋ねするものでございますので、財政の枠で、

皆さん、これだけしかお金はありませんよっていうふうな提案をしてしまいます

と、これは計画にはなりません。 

あとは、いろんな方の御意見を伺う中で、それは計画をつくっていって、将来

的にこれはここまでしかできませんよっていうのは具体的な事業を起こすとき

に提案をしていけばいい話であって、最初から財政が厳しいからっていうふうな

ことを言うんであれば、これはもうやる必要はないだろうっていうことになって

しまう可能性もありますので、それは手法が違うんじゃないかなと私は思います。 

○７　　番　（島崎　敏一）　村長の考えることも非常に理解できます。 

ただ、やはり内容については、私は、何ていうのかな、つらい現実も把握しな

がら、自分たちの足元というか、しっかり考える機会を持てればなと思っており

ます。 

少額でない予算を立地適正化計画にはつぎ込んでおります。しっかりとした計

画づくりをしていただきたいなと思います。 

次の質問に行きます。 

費用便益比などの将来の持続可能性と実現性をはかる指標についてです。 

国交省の都市構造再編集中支援事業を活用するために立地適正化計画が必要

であるとのことで、2024 年から計画の策定が始まりました。 

これは新聞の抜粋なんですが、資料１にありますので、また読んでください。 

私が調べたところ、上記の補助金を獲得し事業を推進するためには、費用便益

比という経済効率の証明だけでなく、定量的な目標設定による成果予測と客観的

な評価指標による事業の実現可能性と政策的妥当性の証明が不可欠であるとの

ことです。 

各政策の収益性だけでなく、それが社会全体の課題解決にどれだけ貢献して、

そもそも安全で実行可能な計画であるかを総合的に審査します。 

つまり、村の中に具体的な計画がないと立地適正化計画そのものが実のある計

画にならないのではないかと考えます。 

そこで質問します。新たな学校づくりの建設工事に関わる費用便益比の試算状

況について聞かせてください。 

〇村　　長　　まず、都市構造再編集中支援事業、この事業を活用するためには都市再生整備

計画の策定がまず必要であります。 

その中で、特定の整備事業につきましては、特定の整備事業――個々のこうい

うものを整備するっていう意味です。については、費用便益――費用便益といい

まして、投入した資本に対してどのくらいのコストがかかるんだという比率であ

りますけれども、この算出と、その比率が 1.0 以上であることが求められます。 

それで、費用便益の算出には建設規模や建設費用などの数値が必要であります。

新たな学校につきましては、まだ試算できる状況にはありません。 
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算出上の特性により、地価が低い地域――賃料が、これが低い地域というふう

に置き換えてもいいかと思いますが、この地域では費用便益が小さい数値になり

ます。 

逆のことを言うと、費用――コストを下げると費用便益が大きい数値になると

いうことでありますが、中川村は地価や賃料が非常に低く、費用便益の要件を満

たすことが困難であるというふうに予測をしております。 

○７　　番　（島崎　敏一）　再質問させてください。 

今試算中であるとのことですが、答弁の最後に困難であるのではないかという

答弁がありました。 

それを踏まえて質問します。困難であるけども 1.0 を目指すということに間違

いはないでしょうか。 

〇村　　長　　都市構造再編集中支援事業の中の、実は学校、教育施設としての学校を造ると

いうのが一番の費用便益が求められるところだろうと私どもは思っておりまし

て、この計算をしていくときに、今申し上げたように無理であるということにな

ります。 

○７　　番　（島崎　敏一）　すみません。はっきり理解していなかったんですが、もう一度

教えてください。 

○議　　長　　３回目の質問ですからね。 

○７　　番　（島崎　敏一）　はい。３回目ね。はい、分かっています。 

何が無理なんでしょうか、もう一度、すみません、お願いします。 

〇村　　長　　費用便益っていうのは、何ていいますか、賃料、地価――地下を、単純な話と

して、それをコストで割るという計算をしていくんですけど、ちょっと想像がし

にくいかもしれません。 

諏訪にある市、諏訪地域にある市、一番標高の高い市というふうに申し上げれ

ばいいかと思いますが、そこでもこの計算をして新たな学校を造った経過があり

ます。 

それで、これも費用便益の計算を求められまして、これがやっとやっと、1.0

をやっと超えたというふうなお話も聞いておりまして、私どものところでは、地

価が非常に安い、分かりますよね。ところでございますので、これは明らかに 1.0

を上回ることは全体にないと、もうほとんど不可能だろうということを申し上げ

たいということであります。 

○７　　番　（島崎　敏一）　もう再質問できないので質問しませんが、村長の答弁を確認し

ました。 

次の質問に行きます。 

チャオ周辺、役場周辺の事業計画の進捗について聞かせてください。 

これら２つの事業は計画の輪郭がはっきりしていませんが、そのような状況下

で立地適正化計画の策定とどのように関連させていくのでしょうか。 

○村　　長　　先ほど来お答えをさせてきていただいたつもりでございますけれども、立地適
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正化計画っていうのは、建物ですとか道路を造りますよっていう計画ではなくて、

ある程度の、大きく言うと都市施設、学校もそれに含めていうなら、都市施設を

いかに近辺に集めるか、そういう……。だから、チャオも都市施設かどうかって

いうか、あれは商業施設なんですけど、近くにいろんなお店もある、こういうふ

うな固まりのところをできるだけ周辺に集めて、これを交通体系でうまく結びつ

けていく、将来人口が減っていく中で対応していくにはどういうまちづくりが必

要かというエリアとまちづくりの方向を示す計画であります。 

それで、チャオ周辺や役場周辺の事業の輪郭については立地適正化計画策定後

に立地適正化計画の趣旨に沿って計画されるものというふうに考えております。 

○７　　番　（島崎　敏一）　今の答弁に対して再質問させてください。 

私の考えは、主要事業中長期計画に係る財政分析の中でチャオと役場周辺のこ

とをしっかり長期的に検討をした後に立地適正化計画とリンクさせていくべき

ではないか思うのですが、その辺はどのような関連というか、考えていますで

しょうか。 

〇村　　長　　村の計画、それぞれ、道路の計画ですとか、あるいは農業振興、商業の振興、

こういった計画はそれぞれのところで持っております。 

でも、総合的な計画っていうのは、第６次総合計画なり総合計画っていう中で

こういう村をつくっていきましょうという大きな計画の中で、今回の、何だ、立

地適正化計画をつくっていくわけでございます。 

何度も申し上げているとおり、主要な事業はお金がかかる、これはやらなけれ

ばならないっていうものがあります。ですから、箱ものとか道路を造るばっかり

じゃなくて、例えば学校の中でのＤＸというか、ＩＣＴ化もどうやって進めるか

とか、住民の中でどういうふうにしていくかとか、そういうふうな大きなお金、

単純に言うとこれからどうしても必要な資本ですよね。資本投下がどのくらいか

かるのかっていうことと、この計画の中に今申し上げた３つの地域のエリアはど

ういうふうなものをつくっていくだろうかっていうことをできるだけ想像しな

がら入れ込んでいく、入れ込んでいった計画が中長期の財政計画とその財政分析

だというふうに御理解ください。 

したがいまして、この新しい計画なりが独立してあるんではなくて、村は、やっ

ぱりそれだけじゃなくて進めてやらなきゃならないことがありますから、それと

関連してどういうふうな位置づけ、順序を持っていくかということを財政の面か

ら見た計画であると、そういうことだというふうに御理解をお願いいたします。 

○７　　番　（島崎　敏一）　独立した計画ではなく、しっかりリンクさせていくという答弁

だと理解します。 

時間が少ないですので次の質問に移ります。 

３つ目の質問です。「地区組織の今後のあり方の検討を実効あるものに」という

ことで質問します。 

これは令和７年９月に４番議員の一般質問でありましたが、それにリンクした
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形での質問です。 

地区組織の今後の在り方検討の進捗は、現在、役場総務課を中心に各地区総代

へのヒアリングを進め、ヒアリングがまとまり次第総代会で報告し、検討してい

ただくことと承知しております。 

これらの現状を踏まえ、今後の村の立ち位置、検討に対する方針について質問

します。 

質問です。 

お隣の飯島町で今年 10 月から飯島町自治組織あり方検討委員会が発足しまし

た。検討の場は飯島町が準備して、あくまでも検討の主役は住民であるべきとい

う立ち位置で、今年から令和８年度末までに対話の場、講演会、先進地視察など

を重ね、最終的には委員会から自治会や町に対して提言を行うとのことです。 

本村と飯島町は地理的にも近く、農村文化を色濃く残す集落として共通点も多

いことから、本村としても参考になる部分があると思います。 

まだ今後の方向性が定まらない中ではありますが、村側の考えを聞かせてくだ

さい。 

〇総務課長　　村では、先月、全 27 地区を対象に地区総代や副総代等へのヒアリング調査を実

施いたしました。地区の現状、地区の運営や地区作業時等に関する課題、工夫し

ている点、今後の改善策等を中心に把握しました。 

全 27 地区のうち３地区は現状における課題はないとのことで、ヒアリング調

査は実施しておりません。 

このヒアリング調査の結果につきましては、議員の質問にもあるとおり、今後、

地区総代会へ報告するとともに、今後の方向性等について意見交換、集約を図っ

ていきたいと考えております。 

このヒアリング調査を行う中で多くの地区から課題や今後の方向性等につい

て特徴的な３点を報告させていただきます。 

１点目は地区役員体制についてです。 

村としては、これまで各地区の負担軽減の観点から各地区へ依頼する業務の縮

小を図ってきており、この点に関しては一定の理解が得られていると感じました

が、さらなる負担軽減を目指してほしいとする意見が多くありました。 

また、近年の傾向として、鳥獣被害対策や空き家や無管理状態となっている土

地、建物の対策等、新たな課題が出てきていますが、これについては、担当する

役員がおらず、地区総代の新たな負担となっている現状があります。 

２点目は道路、河川の維持管理や環境整備事業等に係る作業従事者の確保につ

いてです。 

特に山あいの地区を中心に作業内容や範囲を見直していること、住民が通常で

きると思われる安全な作業に絞って行うこと、作業に出られない人がいる場合に

は相当人員をシルバー人材センターからの派遣作業員で賄っていること等が報

告されました。 
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３点目は在り方検討委員会の設置の必要性等についてです。 

ヒアリング調査時における地区総代の意見としては、検討委員会を設置するべ

きとの声も一定数程度ありましたが、まずは村として地区の負担のさらなる軽減

を検討してほしい、公民館や営農関連役員なども含め、役場業務に限らず、関連

組織も含めて全体で見直してほしい、それぞれの地区の置かれている状況が相違

している中で共通方針を見出せるのか、そもそもその委員会の委員になること自

体が負担増につながるなどといった慎重な声も多くありました。 

また、地区は地区で考えていくから、村は村として人口増に向けた施策や地域

が潤うような企業誘致を進めてほしいといった声もありました。 

なお、地区の合併や統廃合等に向けた検討については、その必要性や希望を訴

えられた地区はありませんでした。 

これらについては、先ほども述べたように、地区総代会において村から報告さ

せていただき、まずは論点の整理を行い、今後の方針等に係る意見集約を図って

いきたいと考えています。その中で議員の質問にもある飯島町や近隣市町村等の

事例も参考にしていきたいと考えております。 

○７　　番　（島崎　敏一）　ありがとうございます。 

これで質問を終わりにします。 

○議　　長　　これで島崎敏一議員の一般質問を終わります。 

これで本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会とします。 

御苦労さまでした。 

○事務局長　　御起立願います。（一同起立）礼。（一同礼） 

［午前１１時５４分　散会］


